
様式第３号（別添様式３）（第１面）（R7.4）  （令和７年４月１日以降に取組を行った場合、この様式で申請してください。）

年 月 日 年 月 日

全て 一部 　させた させてない 

□  特定の雇用区分 □ 特定の職種・業務レベル □ 最低賃金額未満

□ その他（詳細を下の（　）内に記入）

（ ）

（職務評価を経て）

　　（職務評価を経て行った場合、職務評価実施日） 行った 年 月 日 行っていない

ある ない

（昇給制度を新たに）

　　（昇給制度を新たに設けた場合、制度規定日） 設けた 年 月 日 設けていない

ある ない

＜本体助成＞

3%以上～4%未満の場合 支給単価 支給申請額（A) 4%以上～5%未満の場合 支給単価 支給申請額（B)

対象労働者数 □ 中小企業 対象労働者数 □ 中小企業
✕  40,000円 ＝ ✕  50,000円 ＝

人 □ 大企業 円 人 □ 大企業 円
 26,000円  33,000円

5%以上～6%未満の場合 支給単価 支給申請額（C) 6%以上 支給単価 支給申請額（D)

対象労働者数 □ 中小企業 対象労働者数 □ 中小企業
✕  65,000円 ＝ ✕  70,000円 ＝

人 □ 大企業 円 人 □ 大企業 円
 43,000円  46,000円

＜職務評価を経た場合の加算額＞※１事業所１回限り ＜昇給制度を新たに設けた場合の加算額＞※１事業所１回限り

支給単価 支給単価

□ 中小企業 支給申請額（E) □ 中小企業 支給申請額（F)

 200,000円  200,000円
＝ ＝

□ 大企業 □ 大企業

 150,000円 円  150,000円 円

支給申請額合計 (A)＋(B)+(C)+(D)+(E)＋(F)=

円

⑨　対象労働者
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過去に本助成金の職務評価加算を受給したことがあるか。

⑥　職務評価を経て増額改定を行ったか

1 -

円 円 ％

③　増額改定した賃金規定等は、雇用する有期雇用労
働者等の全てまたは一部いずれに適用されるものか。

④　増額改定した賃金規定等に属するすべての有期雇用労働者等
に適用し、昇給させたかどうか

３　賃金規定等改定コース内訳

①　増額改定前の賃金規定等作成日 ②　賃金規定等増額改定日

氏名 雇用保険被保険者番号 増額改定前基本給

 ⑤　対象労働者が、賃金規定等の増額改定を行った事業所の事
業主または取締役の３親等以内の親族に含まれるか。

 （③で「一部」とした場合
のみ）どのように区分した
か。

⑦　昇給制度を新たに設けたか

過去に本助成金の昇給制度加算を受給したことがあるか。

⑧　支給申請額

番号

※原則は全ての有期雇用労働者等の基本給を３％以上増額改定する必要があります。
　労働者ごとに異なる改定率とするなど、一部の労働者に限定する場合、合理的な区分による必要が
　あります。

増額改定後基本給 昇給率 3親等以内親族

0

含まれない

含まれる

0



様式第３号（別添様式３）（第２面）（R5.4）  （令和５年４月１日以降に取組を行った場合、この様式で申請してください。）

　イ　職務評価を経た場合及び昇給制度を新たに規定した場合の加算につきましては、１事業所当たりそれぞれ１回限りとなりますのでご留意ください。
　ロ　助成金の受給に当たっては各種要件がありますので、パンフレットをご覧いただき、不明な点は本支給申請前に労働局にお問い合わせください。

その他 〃　　　　　３億円以下、または　　　〃　　　３００人以下

３　賃金規定等改定が職務評価を経て行われた場合
　イ　職務評価を実施したことが分かる書類
　（イ）要素別点数法により職務評価を実施した場合
　　　a 要素別点数法による職務評価の結果が確認できる書類
　　　（例）職務（役割）評価表、対象労働者の評価結果を記載した一覧表等
　（ロ）単純比較法により職務評価を実施した場合
　　　a 職務説明書（職務記述書）
　　　b 単純比較法による職務評価の結果が確認できる書類
　　　（例）全体評価の定義書、職務比較表、対象労働者の評価結果を記載した一覧表等

　（ハ）要素比較法により職務評価を実施した場合
　　　 a 要素比較法による職務評価の結果が確認できる書類
　　　（例）評価項目ごとの職務レベル定義書、対象労働者の評価結果を記載した一覧表等
　（ニ）分類法により職務評価を実施した場合
　　　a 職務説明書（職務記述書）
　　　b 分類法による職務評価の結果が確認できる書類
　　　（例）職務レベル定義書、対象労働者の評価結果を記載した一覧表等

　ロ　職務評価結果を踏まえ賃金規定等を増額改定したことが分かる書類
　　（例）職務評価の結果と改定後の賃金規定等の等級（ランク）との対応関係が分かる資料等

２　中小企業事業主である場合
    企業全体の常時使用する労働者の数により中小企業事業主に該当する場合
　　事業所確認表（様式第４号）
　　なお、中小企業の範囲は下表のとおりです。

小売業（飲食店を含む） 資本額または出資額が5,000万円以下、または常時雇用する労働者の数が50人以下

サービス業  〃 　 　 5,000万円以下、または　　　〃　　　１００人以下

卸売業  〃　　　　　１億円以下、または　　　〃　　　１００人以下

４　昇給制度を新たに規定した場合
　イ　雇用する全て又は一部の有期雇用労働者等に係る昇給制度が規定されている就業規則等（賃金規定等が規定されている就業規則等や増額改定前後の賃金規定等で確認できない場合）

申請に当たっての留意点

添付書類

　賃金規定等の増額改定を行った場合、対象労働者に対する賃金規定等の増額改定後６か月分の賃金（賃金規定等の改定日が賃金締切日の翌日でない場合は、賃金規定等の改定日以降の最初の賃金締切日後６か月分。いずれ
も勤務をした日数が11日未満の月は除きます。）を支給した日（※）の翌日から起算して２か月以内に申請してください。
（※）就業規則等の規定により、時間外手当を実績に応じ基本給等とは別に翌月等に支給している場合、６か月分の時間外手当が支給される日を、賃金を支給した日とする（時間外勤務の実績がなく、結果として支給がない
場合を含みます。）。

　この様式は、次の点に注意して記入してください。
１　①欄は賃金規定等の増額改定を行う前の賃金規定等を作成した日（新たに賃金規定等を整備する場合は、整備した日）を記入してください。
２　②欄は賃金規定等の増額改定を行った日（新たに賃金規定等を整備する場合は、整備した日）を記入してください。
３　③欄は賃金規定等の内容について記入してください。
４　③欄で「一部」とした場合、以下のとおりチェックしてください。
　　特定の雇用区分（契約社員、パート、アルバイト等の一部）に適用される賃金規定等のみ増額改定した場合は「特定の雇用区分」
　　職種ごと又は業務レベルごとの区分（初級・中級・上級等）が存在し、そのうち一部の区分に適用される賃金規定等のみを増額改定した場合は「特定の職種・業務レベル」
　　最低賃金の改定に伴い、新最低賃金を下回ることとなる等級についてのみ賃金規定等を増額した場合は「最低賃金額未満」
　　それ以外の区分の場合は「その他」にチェックし、その詳細を記入してください。
５　⑧欄は、支給申請額およびそれに関係する事項等について記入してください。
６　⑨欄について、「昇給率」は小数第１位（小数第２位以下切捨て）まで記入し、「３親等以内親族」（民法（明治29年法第89号）第725条第1号に規定する血族のうち３親等以
　　内の者、同条2号に規定する配偶者及び同条3号に規定する姻族をいう。）に該当する労働者に「○」を記入してください。用紙が不足する場合は、様式第３号（別添様式３）
　　（継紙）に記載し、本紙に添付してください。

　賃金規定等改定の支給申請を行う場合は、支給申請書（様式第３号）および本様式（別添様式３）に、次の書類（原本または写し）を添付してください。

１　共通
　イ　支給要件確認申立書
　ロ　支払方法・受取人住所届
　ハ　管轄労働局に受理されたキャリアアップ計画書
　ニ　賃金規定等が規定されている労働協約または就業規則
　ホ　増額改定前および増額改定後の賃金規定等（新たに賃金規定等を整備する場合は、増額改定前の賃金規定等は除きます。）
　ヘ　対象労働者の賃金規定等の増額改定前および増額改定後の雇用契約書または労働条件通知書等（船員法第32条の規定により船員に対して明示しなければならない
　　　書面を含みます。）
　ト　対象労働者の賃金台帳または船員法第58条の２に定める報酬支払簿（賃金規定等の増額改定前の３か月分および増額改定後の６か月分（賃金規定等の増額改定後
　　　の賃金の算定となる初日の前日から３か月前の日までの賃金および賃金規定等の増額改定後の賃金の算定となる初日から６か月経過する日までの賃金に係る分））
　チ　トの賃金台帳又は報酬支払い簿において、出勤日数及び労働時間数が確認できない場合、対象労働者の出勤簿、タイムカードまたは船員法第67条に定める記録簿等出勤状況が確認できる書類
　　　（対象労働者について、賃金規定等の増額改定後の賃金の算定となる初日の前日から過去３か月分および賃金規定等の増額改定後の賃金の算定となる初日から６か月分）
　リ　賃金規定等を増額改定した日の前日から起算して３か月前の日から支給申請日までの間に、合理的な理由なく基本給及び定額で支給されている諸手当を減額
　　　されていないこと及び賃金規定等を増額改定後６か月（勤務をした日数が11日未満の月は除く）分の賃金（時間外手当等を含む）が支給されていることについて
　　　の対象労働者本人の確認書

支給申請期間

記入上の注意


